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な
い
」
に
し
か
な
ら
ず
、
同
じ
こ
と
を
繰

り
返
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、「
何
が
い
け

な
い
の
か
」
を
き
ち
ん
と
説
明
し
、
理
解

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

軽
微
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
虐
待
は
ど
の

家
庭
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
ま
わ
り
の
人
々
や
行
政
か
ら
、

「
一
緒
に
考
え
ま
せ
ん
か
」
と
伝
え
ら
れ

れ
ば
最
善
で
す
。
大
変
さ
を
理
解
し
て
く

れ
る
人
が
近
く
に
い
る
だ
け
で
気
持
ち
に

整
理
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

誰
か
に
話
を
し
て
み
る
な
ど
、
悩
み
を
抱

え
て
い
る
方
に
は
一
歩
を
踏
み
出
し
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
た
ち
で
解
決
が

難
し
け
れ
ば
、
誰
か
に
伝
え
、
一
緒
に
考

え
て
も
ら
う
。
そ
れ
が
悩
み
を
解
消
す
る

き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
辛

か
っ
た
ら
「
辛
い
」
と
、
勇
気
を
出
し
て

伝
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
、
も
し
あ
な
た
が
誰
か
か
ら
相

談
を
受
け
た
ら
、
否
定
を
せ
ず
、「
よ
く

相
談
し
に
来
て
く
れ
た
ね
」と
受
け
入
れ
、

「
私
も
一
緒
に
考
え
る
よ
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
出
し
て
も
ら
え
た
ら
あ
り
が
た

い
で
す
。
た
だ
し
、
相
談
さ
れ
た
側
も
同

じ
よ
う
に
、
一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で
く

だ
さ
い
。
自
分
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
本
当
に

よ
か
っ
た
の
か
？
と
悩
ん
で
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
と
き
に
は
、
私

た
ち
の
と
こ
ろ
も
含
め
、
誰
か
に
相
談
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。「
そ
れ
で
よ
か
っ
た

ん
だ
よ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
安
心
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

つ
い
て
一
緒
に
話
し
合
う
の
も
、
虐
待
の

リ
ス
ク
減
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
は
法
律
に
よ
り
、
し
つ
け
と
称
す

る
体
罰
は
認
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
体
罰
が
ダ
メ
か
と
い
う
と
、
こ
ど
も

が
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、

「
力
で
押
さ
え
て
い
い
ん
だ
」
と
覚
え
て

し
ま
う
か
ら
で
す
。
ま
た
、
体
罰
を
す
れ

ば
、
こ
ど
も
は
び
っ
く
り
し
て
一
度
は
問

題
行
動
を
や
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
結
局
、「
体
罰
が
あ
る
か
ら
や
ら

悩みを一人で抱えず、相談を

■ 叩く、殴る、蹴る、投げ落とす、首をしめる
■ 逆さづりにする
■ やけどをさせる
■ 戸外に締め出す
■ 冷たいシャワーを浴びせる
■ 激しくゆさぶる　など

身体的虐待

■ 十分な食事を与えない
■ 身体や環境を不潔なままにする
■ 病気やけがをしても通院させない
■ こどもに必要な情緒的欲求に応えない（愛情遮断）
■ 家に閉じ込める、通学させない
■ 乳幼児を家に残して外出したり、車の中に放置する
■ 保護者以外の同居人による虐待を放置している　など

ネグレクト（養育の怠慢・拒否）

■ こどもにわいせつな行為をする
■ こどもに性的行為を強要する
■ こどもに性器や性交を見せる
■ こどもの性器を触る
■ ポルノグラフィの被写体にする　など

性的虐待

■ ことばによる脅かし
■ 暴言を浴びせる
■ 無視したり、拒否的な態度をとり続ける
■ こどもの心を傷つけることを言う
■ 他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
■ こどもの自尊心を傷つける
■ こどもの面前で配偶者などに
　 DV（暴力・暴言・無視）をする　など

心理的虐待

これってしつけ？虐待？
しつけとは、こどもの人格や才能などを伸ばし、社会において自律し
た生活を送れるようにすることなどの目的から、こどもをサポートし
て社会性をはぐくむ行為です。保護者が「しつけのつもり」でも、そ
れがこどもの心や身体を傷つけるものであれば、「虐待」になります。

気づいていますか？　 こどもの

保護者によるこどもへの虐待の相談件数が増え続けています。
多くのこどもは自分から「助けて」と言えません。こどもへの虐待は、特別な家庭の問題ではなく、
どの家庭でも起こりうる問題です。虐待や体罰、暴言を受けた体験がトラウマ（心的外傷）となって、
心身にダメージを引き起こし、その後のこどもの成長・発達に悪影響を与えます。

令和５年度　千歳市における
児童虐待の相談件数

252 件
Ｓ
Ｏ
Ｓ

今
の
子
育
て
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起

こ
る
し
、
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
事
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
悩
み
事
は
、
一
人
で
抱

え
ず
、
家
族
や
友
人
な
ど
相
談
で
き
る
相
手

を
見
つ
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
た
だ
、
お

じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
が
遠
い
、

引
っ
越
し
た
ば
か
り
で
友
達
が
い
な
い
な
ど

の
方
も
多
く
い
ま
す
の
で
、
私
た
ち
行
政
を

使
う
の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
市
役
所
の
家

庭
児
童
相
談
員
や
保
健
師
、
子
育
て
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ュ
な
ど
を
使
い
、
悩
み
や
不
安
に

虐
待
は
ど
の
家
庭
で
も
起
こ
り
う
る

だ
か
ら
こ
そ
、一
緒
に
考
え
よ
う

千 歳 市 児 童 虐 待 ゼ ロ 宣 言

・子どもの健やかな成長・発達に体罰は必要ありません。
・子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう。
・子どものやる気に働きかけてみましょう。
・子どもの成長に温かいまなざしを向けましょう。
・子どもの権利が守られる体罰のない社会を実現しましょう。

私たちは、しつけと称した体罰や、
暴力などによらない子育てを応援するまちづくりを
進めていくことをここに宣言します。

令和 2 年 9 月
千歳市
千歳市要保護児童地域ネットワーク協議会

令和５年度

令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和元年度

252
もしかして虐待？と思ったら、
迷わず相談・通報してください

千歳市こども家庭課児童相談係
（家庭児童相談室）
月～金　8:45 ～ 17:15
24-0935
北海道中央児童相談所
月～金　8:45 ～ 17:30
緊急時は随時対応
011-631-0301

札幌方面千歳警察署
24 時間・365 日対応
42-0110

児童相談所全国共通ダイヤル
最寄りの児童相談所につながります
24 時間・365 日電話受付
189（いちはやく）

心理的虐待が
半数以上

令和５年度
千歳市における
虐待相談の内容

心理的
虐待

145 件

身体的
虐待

67 件

ネグレクト
40 件

性的虐待　０件

186

152

152

200

佐 

藤　
薫

こ
ど
も
福
祉
部 

統
括
調
整
官

夫婦げんかをこどもの目の前でするのは、
心理的虐待にあたります。「単なる夫婦げ
んかでしょ」ではなく、それを見た、聞いたこど
もたちへの影響が心配です。大声に対する恐怖、
怒鳴っている親に対する恐怖など、常に恐怖を感
じていると、脳が萎縮するとも言われています。

佐藤 統括調整官

４種の “児童虐待”



　こどもが自ら、自分のことや家の
ことを話すには、とても勇気がいり
ます。まずはまわりの人が「ヤング
ケアラー」について理解を深め、そ
の存在に気づいて相談しやすい環境
をつくり、気持ちに寄り添いながら
関わることが大切です。こどもやそ
の家族が孤立してしまわないよう、
いつでも相談できる場所として声を
聞かせてください。

こどもが家のお手伝いをしたり、
家族で支え合うのは大切なこと

です。しかし、こども本人が不調に
なる、やりたいことができないなど
の大きすぎる負担は、家族の不調で
もあり、社会で解決すべき課題です。
　大人が果たすべき役割をこどもた
ちが背負うことなく、自分の人生を
選択して生きてもらうために、社会
での仕組みづくりと連携が求められ
ています。大人はこどもの味方にな
り、しっかりと話を聞き、こどもの
信頼できる伴走者になることが大切
だと思います。
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ヤングケアラー・
コーディネーター

佐藤 紀子

本来大人が担うと想定されている
家事や家族の世話などを日常的に
行っているこどものことをいいます。

料理・洗濯などの
家事をしている

入浴やトイレの
介助をしている

家族の身の回りの
世話をしている

見守りや声かけ
などの気づかいを

している

幼いきょうだいの
世話をしている

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の

何
が
問
題
？

１

３

こ
ん
な
気
持
ち
、

抱
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

あ
ま
り
友
達
と
遊
べ
な
い
…

自
分
の
時
間
が
な
い
…

宿
題
と
か
勉
強
す
る
時
間
が
な
い
…

学
校
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な
い
…

希
望
の
進
路
を
選
べ
な
い
…

寝
る
時
間
が
足
り
な
く
て
…

　　　　　就職への影響

自分にできると思う仕事の
範囲を狭めて考えてしまう、
自分のやってきたことを
アピールできないなど

２

ひ
と
り
で
家
族
の
お
世
話
を
が
ん
ば
っ
て
い
ま
せ
ん
か

〝
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
〟の
こ
と
を
知
ろ
う

02

　　1　　学業への影響

遅刻・早退・欠席が増える、
勉強の時間が取れないなど

01

　　       友人関係への影響

友人らとコミュニケーション
を取れる時間が少ないなど

03

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
っ
て

ど
ん
な
人
た
ち
？

家族の世話をしている中学生の割合

17人
にひとり

「家族のお世話」というと
親、きょうだいを対象と
して連想されがちですが、
ほかにも祖父母やおじ・
おばをお世話するこども
もいるなど、ケアの対象
は幅広いです。

家事や家族の世話に追われて、勉強
に励む時間、部活動に打ち込む時間、
友人と過ごす時間などを十分に持て
ない結果、学業や友人関係などに影
響が出ることがあります。

ＭＥＭＯ
親やきょうだいだけじゃ
ない、お世話の対象

悩
み
を
抱
え
て
い
る

こ
ど
も
が
い
た
ら
…

相談できる場所があります
学校の先生、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー、親戚の人など、
こどもが信頼できるまわりの大人に頼れるよう、
はたらきかけることが大事です。

DATA

相談窓口、ほかにもあります

妊娠期から子育て期まで、切れ目なく相談ができます

妊娠期 出産期 産後 子育て期

児童福祉の分野
こども家庭課 児童相談係
平日 8:45 ～ 17:15
24-0935
□育児や子育ての悩み
□こどもからの相談
□児童虐待に関する相談

こども家庭センターを設置しました

NEWS

こども家庭センターでは、
市内に住んでいるすべてのこども、妊産婦、その家族が

安心して生活できるよう、相談支援を行います。

予約制で相談を受け付けて
います。妊娠・出産や子育
ての不安を解消できるよう、
ともに考え、寄り添います。
いつでもお越しください！

北海道ヤングケアラー相談
サポートセンター

ヤンサポ
0120-516-086

hokkaido.young.carer2022
@gmail.com

公式ホームページ

Ｘ（旧 Twitter）
@youngcarer2022

Facebook

TEL

MAIL

平日 8:45 ～ 17:30

保健師
より

こどもが相談
しやすい環境を
まわりの人が

つくりましょう

千歳市こども家庭課
ヤングケアラー・コーディネーター

24-3179

０歳
24 人

１歳
６人２歳

１人

３歳
６人

４～ 10 歳
６人

11 ～ 17 歳
３人

不明４人

こども家庭庁の
専門委員会資料より

日本における
《児童虐待死》
年齢別の人数

（令和３年度）

虐待死するこどもの約７割は、３歳
までというデータがあります。こう
した状況を踏まえ、当センターを設
置し、乳幼児期からの家庭に対する
切れ目のない相談体制を整えました。
市の母子保健の機能と児童福祉の機
能を結びつけ、各機能の「連携」に
とどまらず、「一体的」にチームとし
て家庭への支援を行います。

母子保健の分野
母子保健課 母子支援係
平日 8:45 ～ 17:15
24-0133
□妊娠、出産に関すること
□こどもの成長、発達に関すること

予防と支援を
一体的に
佐藤 統括調整官

DATA

ヤングケアラーの実態に関する調査研究（厚生労働省）より


